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国際物流はボーダレス社会の経済活動iζ不可欠の輸送システムである。貿

易（国際商取引）に伴う輸送は，古くから海運を中心lζ発展していた。国際

物流という場合，二種以上の輸送モードを接合させ，荷主の要望lζ応じて貨

物の穣類．料金，到着日時の選択可能なサービス提供を内容としている。 19

80年代以降急速に進展した国際物流は．貿易活動の多様化．広域化の結果の

みではない。とりわけわが国の場合，企業の海外進出，多国籍化lζ応じて物

流の国際的ネッ トワークが急速に進んだのである。現在の企業の多国籍化は，

単純な現地生産ではなく ．最も効果的 ・効率的な組み合せによって生産の世

界的配置を達成しようとするものである。乙の際．原材料や部品の「適地生

産Jを行い．各生産拠点閣の相互依存性を高める乙とによって．生産システ

ムの世界的合理化を追求している。原材料，労働力の調達をはじめあらゆる

条件をグローパJレな視点に立って合理的に進める企業にとっては，原材料，

部品，半製品，完成品等各段階における効率的輸送が必要となる。乙の種の

輸送は企業活動に即して発生する物流で，企業物流と呼ばれ．生産テンポiζ

合わせた輸送が求められる。 ζのように国際物流のプロモーターとして多国籍

化し，経営の国際化を進める企業の役割は大きかったといえる。

乙の乙とは企業戦略として物流をとらえる傾向にあらわれている。大手自

動車あるいは家電メーカーは，それぞれ自社の国際物流システムを持ち．自
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社系列の物流子会社が世界各地lζ点在する工場を結ぶ物流ネッ トワークをつ

くり まさにロジスティックスと して国際物流に対応している（！）。

乙うした実態をうけて．キャリアー側は，船会社，航空会社を中心lζ荷主

の需要に合わせたきめ細かい物流サービスの提供をめぐって営業活動が行わ

れている。従来のような同部門間競争のみでなく異種交通機関との競争が加

わり．複数以上の交通機関の接合からくるサービスの多様化と情報ネットワー

クに関する新しい分野をめぐって競争か展開されている。とりわけ国際物流

に際しては．荷主とキャリアーとを結びつける国際貨物取扱人の役割か大き

い。国際貨物取扱業としてフォワーダー， Nvoe C等新しい業か多数参人

して，サービス競争を激しく展開している乙ともよ く知られている。

乙れらの現状を反映して，国際物流研究はいわゆる運輸研究者の側からの

ものが多し、。国内物流研究の多くがマーケティングを中心とした流通研究者

によって行われているのと対象的である。わか固においていわゆる物的流通

の用語か一般化し，企業が物流管理に本格的に取り組むのも1970年代に至っ

てからであろう。それ以前1960年代後半における物流論は．物流の具体的活

動内容としての輸送保管．荷役の能率化，効率化を目指して，各輸送機闘

における技術革新の必要性を輪じるものが多し、。乙れは当時 鉄鋼，石油，

石油化学，自動車等わが国の高度経済成長を牽引した産業部門か大量の原材

料輸入をするにあたって．物流体制の立ちおくれと古い体質が． すでにオー

トメ ーション化による技術革新を逐げっ、ある基幹産業にと って，ネック

となっていた点に問題があった乙とによる。当時の物流研究の中で，物流

コストの分折を行ない，物流部門の合理化の必要性を示したものが注目され

だっその後メーカー・ 商社側の物流管理に対する関心の高まりによって実務

書として物流を扱うものが増えてきた。それらは包装．保管，輸送．配送．

情報等の分野ごとにその効率化の手法とそれによる成果のデーターを示した

ものが多い。

1980年代以降，企業活動の国際化iζ伴う国際物流の本格的発展の影響をう

け，国際物流に関する著書論文か多く発表された（3 ~乙れらの研究は．現状の把

握，国際物流進展の背景と条件分，各輸送機関の対応，企業物流の紹介と分析，
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さらに新しく登場してきた国際貨物取扱人（NVOCC フォワーダ一等）

の研究等が中心である。

一方，日本淘運経済学会，日本港湾経済学会等においても「国際物流」は共

通テーマとしてとり上げられ，シンポジュームか行われている。 1989年度海

運経済学会では「海運業と国際物流」 .1986年度港湾経済学会では「港湾と

国際複合輸送の展望Jという共通論題で報告とシンポジュームを行っている。

国際物流に関する著書 ・各学会誌の論文等で港湾について論じているものも

少なくない。しかし．国際物流の窮極の目的である「少しでも早く，正確に」

（ジャス 卜・イン・ タイム）を実現しようとする時． 果して港湾はどのよう

な役割を持つのか，港湾、は単なる通過点になって良いのかdこいう基本命題は

議論の余地を残す課題と思われる。

2.物流政策と港湾

わが国運輸産業に対する諸政策は 国鉄分割民営後一段と規制緩和の方向

が強められている。臨調・行政改革審議会答申は「市場原理を活用した事業

者による自由な事業展開を図る」 (1988年12月）との方針を示し，それより以

前に機構再編を行っている運輸省は，複合一貫輸送システムの形成と物流効

率化を目指す事業規制緩和策を実施してきた。その主要なものは，外航海運

集約体制の見直し，トラック運賃．倉庫料金の弾力化，通運事業の免許統合．

航空3社の事業分野見直しなど全体として競争政策を拡大・推進するもので

あった。

1988年9月制定， 翌89年12月施行された「物流二法」は トラック事業の

免許制廃止を基本とした規制緩和策を具体化したものである。 「物流二法」

が とりわけ中小零細企業の多いトラック事業者の側からの要望によって策

定されたというよりも 荷主大手メーカー．大手流通業界の要請に基くも

のである乙とが特徴的である。

物流二法のうち「貨物自動車運送法」は， トラ ックの事業規制を道路運送

法から切り離し従来行われていた事業区分（路線 ．区域）を緩和し，その

事業資格を免許制から許可制へ変更した。また運賃．料金についても自由化
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され． 「事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければ

ならない」との義務を負うのみとなった。乙のように「貨物自動車運送法J

はトラック業における大幅な規制緩和を定めたものである。

もう一つの「貨物運送取扱事業法」は免許制から許可制へ緩和が中心であ

る。つまり他業者の輸送機関を使用して貨物運送を引受ける取扱事業につい

て．従来個別的にその実態に応じて自動車運送取扱事業（登録制），鉄道運

送取扱事業（免許制）．利用航空運送事業（免許制）．海上運送取扱業（届出

命IJ) 内航運送取扱業（許可能IJ)，と規制レベJレか個別的であったものを一本

化し 「利用運送事業」（許可制）に統ーしたのである。乙れは 複合一貫輸

送K際して異種交通モードを効率的K接合させる乙とを可能にするものである。

物流二法施行により，国際複合一貫輸送を行おうとする事業者は単一の取

扱許可を得ればどの輸送機関の利用も可能になり．取扱料金も届出で自由な

運賃設定が可能となった。

乙れらの結果．取扱事業へ荷主や物流子会社．あるいは商社．スーパ一等

の物流部門への参入が容易となり ，従来から物流を担当しているト ラック業

者との間iζ蛾烈な競争が展開される。中小零細企業の多いトラック業は．大

手荷主やメーカーの系列物流会社ー（貨物取扱業）の傘下lζ組み込まれ，下請

のキャリアとして営業せざるをえなくなっている。比較的大手のトラック業

者は，貨物情報ネットワークを強め，片荷輸送を避けて運賃・サービス両面

における質の向上に努力して競争力を高めようとしている。しかし近年の若

年労働力不足はトラック業にとって深刻な影響を及ほ、し．需要もトラックも

ありながら運転手不足で動かせない事態が広まっている。乙れらの乙とから

過積。無理な勤務体制 不熟練労働力の活用等iζ起因するトラック事故が急

増している（営業用貨物車の自動車側が第一要因となった事故は1985（昭60)

年以降700～800件以上増加しているが， 1989（平成元）年以後1000件に及

ぶ増加率を示している）。

と乙ろで「物流二法」成立時衆・ 参両院において数十項目にわたる附帯

決議が行われている。附帯決議自体のもつ拘束力はほとんど無いが．その中

で港湾運送事業lζ対して本法の適用除外を決めたのは注目する必要がある。
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衆院附帯；決議の中では「利用運送業者が行う国際複合一貫輸送の進展により

港湾運送に関する秩序lζ支障が生じる乙とのないよう，港湾運送の認可料金

の遵守等になお一層努める乙と」と，料金ダンピングの防止についての決議

か行われている。

一方，参院の附帯決議は項目も多く，細部にわたっている。 「港湾運送事

業に本法の適用がない乙とを関係者lζ周知徹底する乙と」 「港湾運送料金の

適正収受J 「認可料金が遵守されるよう法令上の手当を含めた措置J 「港湾

物流センターの整備．港湾運送事業者の協業化，協同化，集約化等による港

湾業者の体質強化」 「港湾労働者の雇用安定」等，今日港湾がかかえている

困難な問題を附帯決議に盛り込んでいる。ただし乙れらの中には業者の古い

体質そのものを変革しなければどうにもならない問題も含まれている。

国際複合一貫輸送の進展は，港湾運送業に多くの変化と問題を発生させて

いる。従来港湾運送業には．はしけ等実運送を伴う部門もあったが．荷役の

技術革新，コンテナリゼーションの進展によって，港運業から実運送部分は

欠落し，港湾取扱業としての性格を強く持つようになった。沿岸，船内荷役

のように実作業が行われている分野（コンテナ船の荷役では船内荷役は殆ど

存在しない）と，主として貨物取扱い中心の海貨業，さらに実作業と取扱業

の両者を行う元請業等，港運業種によって業態l乙差がある乙とが 物流二法

の適用除外となる原因であったと考えられる。しかし，複雑な業態の港湾運

送業が乙のま、の細分化した免許基準の適応を受けていく乙との是非は議論

の余地がある。すでに船内 沿岸等の事業区分の徹廃は部分的に進行してい

る。

さらに，戦後港湾設備の未整備段階で経済成長期をむかえ．港湾滞貨に苦

しんだ時期に 日雇い．下請労働者を大量に使った乙とがあった。下請日雇労

働者の募集に際して「組J （暴力団）を利用し．彼らの労賃をピンハネして

暴力団の資金源となっていた実態を是正するために，政府は港湾運送事業法

を改正して再下請禁止を強く規定づけた経緯がある。元請（主iζ倉庫業） Iζ 

対して下請活用の場合に，三割は自社で直接行わねばならない下請制限規定や

再下請（孫請け）禁止を強く要請したのである。
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今回の「物流二法」が．利用運送業iζ 「利用の利用J （孫請け）の道を聞

いた乙とは 港運業改正の歴史的経緯からして港湾への適用を受け入れにく

い条件が存在しているといえる。しかし 物流業界の体制が港湾を除いて

「利用の利用Jの一般化にむかう時．港湾のみ適用除外を通す乙とは可能と

いえるか否か問題か残ると思われる。

参院附帯決議の中にある港湾運送の認可料金が実際上遵守されず．いわゆ

るダンピングか常態化している乙とについて 荷主と対等な運送契約が締結

できない弱小企業規換の港運業の現実を示すものと考えられる。附帯決議で

は認可料金の遵守のために法令上の手当てと措置の検討を示しているが そ

の具体化は港運業の態勢を整備しないかき。り実現はむつかしい。コンテナ時

代以降港運業界の体質強化が求められてきたとはいえ 弱小業者の多い業界

の整備は困難な課題である。現在の労働力不足が契機となって 何らかの形

の協業化 協同化， 集約化の実現へ可能性を有するかも しれない。港運業者

の物流機能の充実 適切な情報ネットワークの整備と活用等積極的な対応を

行わないかぎり港運業全体として存続か危ぶまれるのである。

3.運政審 「’91年答申」と客船埠頭整備の課題

運輸政策審議会は「21世紀を展望した90年代の交通政策の基本方向Jと題

する答申を発表した（1991年6月）。 ζの答申は大都市鉄道，地域交通，国

際海運，国際観光と広範囲にわたっており 自動車による環境破壊やジャス

ト・イン・タイムによる無駄な輸送の改善にむけてモーダJレ・シフ トの提起

を行っている。とくに． 移動過程を豊かに楽しむ観光交通 マリーナ等海洋

スポーツ等についても政策提起を行っている。 80年代には「効率性の確保．

民間活力の導入 競争原理の重視と公共規制のあり方」といった政策課題が

中心で‘あったのに対して対照的である。

乙の答申の中で直接港湾を対象とした項目はない。ただ「外航客船旅行の

振興を図るための施設についてJの項目で．すでに大手海運会社によって進

められている豪華客船の建設と本格的な外航クルーズ船の就航 加えて近隣

諸国との聞に数多く開設されている定期旅客船航路が今後さらに拡充してい
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くであろう状況を踏まえて．客船埠頭の整備の必要性にふれている（ 4~ 

近年海洋レジャーの普及Iとともない海上レジャー事故増加が目立つのであ

るが， 「安全コード」の制定． 「使用する船舶．港湾施設等Iζ関する安全確

認の実施」， 「救急医療体制の整備」 等か求められる。先の運政審答申も乙れ

らについて指摘しているが，客船や大規模な海洋レジャーへの対応は．物

流機能中心lζ整備が行われてきた港湾にとって全く新しい課題である。

4年前大阪港で発生したソ連客船の火災の際に，消防．救急医療体制両面

にわたって多くの問題が指摘された。た Yし 周辺地域住民の積極的な救援

活動によって民間ベースの日ソ親善が深まった点は喜ぶべき乙とであろう。

本格的に客船埠頭を組み込んだ港湾整備のあり方については 海外の経験も

とり入れて全く新しい発想による港湾地区の再開発か必要であろう。

国際，圏内観光と結合した客船埠頭の整備は，埠頭そのものが観光対象と

して各港のイメージと結びつく個性的なものでなくてはならなし、。物流の場

合に求められる効率性，均一性．機能性とは反対に．旅行者や観光者の個別

的要望に答えうる選択性個別性．港と観光地を結ぶアクセスの連続性なと，

全く異った次元での整備が求められる。今日各地lと点在する圏内船フェ リー

埠頭について．乙のような視点でみた場合．旅を楽しむプロセスに組み込む

乙との出来るような．港における遊空間は存在しない。フェリー埠頭も物流

機能としての要素が中心に整備されているため．帰省客が集中する盆や正月

にフェリーに乗り込む際iζ何時間もの待時聞を強いられるのが実情である。

客船時代ともなれば乙ういう状態の改善からはじめねばならず．とれらフェ

リー埠頭や客船埠頭の経営主体はど乙で行うのか．新たな課題である。

クイーン・ エリザベス号など外国豪華客船が入港する埠頭の場合．一応の

整備はととのっているが．外国人観光客を満足させ，日本への理解を深める

乙とが出来るような配慮は出来ていない。日本を代表する観光地．京都や奈

良．伊豆 ・箱根や日光等へ送り出すポイン トとしての視点からの整備に止っ

ている。観光情報の提供．通訳をはじめ各種サービスの拡充か望まれる。

近年ウォーター・フロ ントの開発・整備に政府・自治体とも多くの関心を

よせ すでに三大湾においては巨大プロジェクトが数多く発表している。
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それらプロジェクトの共通性は！主として海上埋立と老朽化した埠頭施設や

臨海部工場地域の再開発が中心で港湾施設のみでなく都市機能を含めたウォー

ターフロン卜再開発にある。都市機能と港湾機能の調和を通じて「市民lζ親

しまれる港湾」としJう発想も生まれている。乙れらは．海上汚濁や環境破壊

に何らかの波止めをかけて行うなら，さらにこれらが地域住民参加によって

行われるなら納得できるぺロジェク卜であるにちがいない。

観光振興に組み込まれた港湾整備は全く新しい課題である。従来貨物

の荷役を中心K形成されてきた港湾運送業が，客船埠頭経営iと馴染まない

のは当然としても．中には方向転換を望む経営者かいるかもしれない。さら

に新たな観光資本の流入にともない．港域で全く次元の異った別の形の競争

が展開される乙とになると思われる。

4.港湾研究領域の拡大

以上のような新たな機能が港湾に求められる乙とになるが，本来の物流機

能としての港湾についてみても，国際複合一貫輸送の本格化にともない従来

の港湾運送業は大きな影響をうける乙とになる。すでに大手船会社はフォワー

ダー機能を充実させ，総合物流業として港湾を含めて複合一貫輸送へ進出し

ている実態は，弱小港運業者にとって危機感を強める結果となっている。

貨物取扱業者の参入による競争激化lζ加えて深刻な問題となっているのが

物流業における労働力不足問題である。運政審物流部会はトラック運転手を

中心とした物流業界の労働力不足をとり上げ， 「物流業における労働力問題

への対応方策についてJという答申を発表した（平成2年12月4日）。 トラッ

ク業lζ限らず港湾運送業も含めて物流業界は長時間，不規則労働か支配的

で労働環境もきわめて悪し、。場所的移動を常時行う交通・運輸労働の性格

上，作業環境か常に変化するととはある程度止むを得ないとしても 長距離

運送の場合の休憩施設や，港頭における食堂その他休憩施設は十分とはいえな

い。野外労働 長時間労働に対する賃金はよくない。最近若ものたちに嫌わ

れる 3Kの労働なのである。港湾労働についても週休2日制の時代に日曜完休

が長年にわたる組合の要求である。
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とりわけ近年の労働力不足は，好況に支えられて若年労働力の不足 加え

て高学歴化による現業部門の拒否現象等Kよる。物流業全般に賃金レベルは

低いが，たとえ高水準の賃金を示しでも，若ものたちは労働条件全体を比較

して，さらに働き甲斐がある仕事か否かを重要視する。職場の先輩たちが生き

いきと仕事にとり組んでいるか，若ものたちは先輩の姿と自分の10年先とを

重ねて転職を考えるのである。

連政審答申では，物流業における労働力確保のために魅力ある職場形成を

目指し「週休2白制の拡大，労働時間の弾力化，年令や勤務経験を考慮、した

賃金体系の構築，職場環境の改善労働災害防止対策の強化福利厚生の充

実等を通じて魅力あるi殿場の形成を図る乙とが不可欠」と指摘している。乙

れらの指摘は物流業の体質改善への必要性を迫るわけで早急に実現に乙ぎつ

ける乙とが出来れば問題はなし、。 しかし企業規模の零細性と荷主への隷属

性を考えると，労働条件改善に必要な原資が認可料金のダンピンクによっ

て徴収できない現状では簡単に実現できるとは考えにくい。

乙の答申によれば当面，中高年労働力と女性労働力の活用を提起している。

男女雇用機会均等法施行後，女性の職域は広がり．従来男性のみに限定さ

れていた職域へ女性の参加が目立ってきた。すでに港湾労働が筋肉労働で

あった時代は過ぎ（今日でも地方港．在来埠頭 漁港等では旧来の肉体労働

中心の港湾作業か残っているが…ー） コンビュー ターや新鋭機械の操作，

専門的知識と技能を必要とする仕事が増えている。先lζ述べた答申が示すよ

うに客船陣頭整備が進む段階では，より広範な作業域が出現し，そ乙では女

性iζ求められる職種が増大すると考えられる。さらに大阪湾における関西新

空港をはじめ，航空と海運の接続による物流の新しい輸送モードが必要とさ

れる段階で従来港湾では存在しなかったようなSea&Airにかかわる諸労

働が発生するであろう。乙れらの新しい輸送システムが情報ネッ トワークで

支えられる乙とは間ちがいなく 今後港湾における情報産業のウェイ トは高

まらざるをえない。情報産業分野への女性の就労の高さはよく知られている。

先の答申においても女性労働活用に際して職場環境の改善を指摘している。

シャワールーム 更衣室等福利厚生施設最寄り駅への送迎システム整備
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育児休業制など．かなり具体的細部にわたる指摘がある。たしかに上記のよう

な職場環境整備は．女性労働者の雇用増にむけての条件であり ．女性労働者

が増える乙とで港湾労働のイメージが変わる契機になる ζとは間ちがし、ない。

しかし．もし今日の男女賃金格差（平成元年6月，決まって支給される現金給

与男子平均を100とした場合女子賃金は57.0%）を前提とした上で女性労

働者雇用を増やす乙とは，結果的K男子労働者の賃金を押し下げる乙とにな

りかねなし、。女性労働者雇用K際して生じる乙れらの矛盾を無視する乙とは

出来ない。

上記答申は．労働力不足への対応に内航海運業で、行われている相互配乗．港

湾労働者雇用安定センターによる労働者派遣事業等の実施を促している。ま

た労働者側の調整のみでなく企業聞の仕事量の調整を行う乙とで，例えは主

要港iと荷役調整委員会を設置するなどして，企業聞の荷役量の調整システム

の提案を行っている。乙れらは少くとも市場調整を何らかの形で行う乙との

必要性の主張であり，いわゆる規制緩和政策とは相容れない。弱小企業の多

い港運業で自発的協同組織が作られる乙とは望ましい ζとではあるが．過去

の経験からしてきわめて実現性か乏しし、。わが国における生産・流通を含め

て協同組織による企業防衛の経験はほとんど存在していないのである（消費

協同組織は近年急発展を遂げている）。さらに第二次大戦時，政府主導によっ

てつくられた協同組織が．相互理解と協調を強めるのではなし相互監視組

織としての機能を持った乙とが協同組織への不信を高めた原因ともなってい

る。

国際物流の一段の進展が．海陸空を含めた一貫輸送をより広範囲に行うよ

うになる時．従来の形態の港湾運送業で適応できるかどうか問題は多い。す

でに関西新空港が国際貨物空港の機能に重点をおいて整備されっ、ある時．

大阪港，神戸港における港運業者は，より広範な貨物を取扱える業に脱皮せ

ねばならない。その意味では港運業l乙対する細かい免許基準や種々の規制は

やがて修正されねばならないのであろう。乙の場合．港湾における諸機能の

うちど乙までか国民生活の安全性や国民経済の正常な働きに不可欠なものであ

るか区分しなければならない。その結果．協同化への方向か具体的に狙上にの
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るのではなし、かと恩われる。物流二法の適用除外が，港連業関係団体の強い

要望iζ基くものではあったが トラック業とは異質でより大規模の業の再編

か進むのではないかと思われるのである。

しかし他方における港湾労働力不足と高年令化は，労働力不足の面から

業の存続を脅かす乙とに速がるのである。果して答申のいうように女性労働

者が港湾労働へ参加するのか。少くとも現在のひどく汚れて一般人が自由に

出入り出来ない，しかも福利施設や食堂など心身を休める空間の貧弱な作業

環境をみれば，若ものや女性は敬遠するのが当然である。

新しい時代K適応できる港湾運送業のあり方．若ものや女性をひきつける

港湾労働環境の整備の方向など．行政側からではなく，港運業と労働者側か

ら具体的プランが出る乙とを望むのである。

次l乙，物流機能i乙加えて全く新しい分野である客船埠頭，海上レジャー施

設の整備等か．従来の港湾整備に与える影響である。埠頭自体の面積や数は物

流埠頭のようlζ多く必要としないが，遊空間として質の高い設備が望まれる。

かつて航空が今日ほど発展していなかった時代K，客船．貨客船は海外渡航

の主役であった。ただし乙の時代の客船は．人聞を運ぶ手段であって．乗船

者か退屈したり，ホームシックにならない範囲でのみ娯楽設備がおかれていた。

人間と貨物が同居する貨客船などは人間も貨物と同様に運ぶ手段としての機能

しか持ち合わせていない。今日の客船は移動そのものを楽しむ，レジャーとし

ての船旅である。外国ではすでに地中海クルーズ等有名であるが．乙れと同様

の機能を持つ新しし、客船がわか固にも誕生して．すでにアジア近隣諸国聞に就

航している。

乙れら客船の着岸する埠頭は．遊空間として埠頭内におかれた諸施設で1滞

在したり ，長時間楽しめる港湾でなくてはならない。コンテナ埠頭のような

「通過点」としての港湾とは全く反対の理念が求められる。乙れは従来物流

中心の港湾施設の整備と管理・運営を行ってきた港湾管理者にとって全く新

しい課題である。乙れを機iζ，異質の業，例えば観光資本が港湾へ進出して

くる乙とは十分予測できる。乙乙では形態の異った競争が発生するであろう。

従来の港域＝作業域で生じる乙うした変化を港湾労働者はじめ関係者はどう
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受けとめるのか。港湾研究者にとっても新たな課題である。

乙のように見てくると．研究領域として港湾研究の対象と範囲が一層領域

拡大している乙とに気づくのである。

注（1) くわしくは．鈴木暁「多国籍企業の国際物流戦略一電機メーカーを中心に一」

土居靖範「日本産業の多国籍化と国際物流の新展開一自動車メーカーの事例を中

心iζー」．柴田悦子編著 『国際物流の経済学』第4章，第5章。

(2）西津修『物的流通の管理』日本生産性本部．昭和46年。

(3）三木楯彦『物流システムの構築』白桃書房，1989年。

市来清也 『国際物流婆論』東洋経済新報社，1989年。
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